
◎机や椅子の高さを調節しましょう。(特別支援教育推進通信Ｎｏ．４参照）  

◎集中することが難しい児童生徒の座席の位置は、原則刺激の少ない、前列の

中央にしましょう。  

◎左利きの児童生徒は、原則黒板に向かって左側の席にしましょう。  

◎ホワイトボードを活用しましょう。(一日の予定や授業で使う物が分かるよう

に文字や絵、写真などで伝えましょう）  

◎板書で緑色のチョークは見えにくいため、できるだけ使用しないようにしま

しょう。  

◎板書の量は適切か確認しよう。(板書計画を立てましょう！）  

 

       

 
 

「合理的配慮の提供」を効果的にするための 

個別の指導計画の作成（その３） 
 

今号も、「合理的配慮の提供」を効果的にするための個別の指導計画の作成について掲載します。 

さて、合理的配慮を提供する上で、「基礎的環境整備」の充実も大切です。 

葛南教育事務所の重点目標に掲げている「ユニバーサルデザインの視点を取り入れた学校環境と授業

づくり」も基礎的環境整備の一つです。葛南管内の小・中学校においては、学校全体で取り組んでいる

学校が多くなってきました。 

参考として、葛南教育事務所特別支援アドバイザーの助言を紹介します。 

 

教室環境を整えましょう！ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

  
 

「個別の指導計画」は一人ひとりが輝くためのツールです！！ 

全全ててのの子子どどももがが輝輝くくたためめにに、、充充実実ししたた支支援援をを目目指指ししてて  

                                 平成2９年１月２６日 

                               葛南教育事務所 特別支援教育班 特特特別別別支支支援援援教教教育育育推推推進進進通通通信信信   
 

NO,９ 

☆事例Ｃさんについて 
Ｃさんは、中学１年生です。小学校入学前に高機能自閉症と診断され、小学校では、情緒の通級指導教室

に週１回通いながら、通常の学級で適応して学校生活を送ることができていました。 

 中学入学にあたり引き継ぎはありましたが、対応は職員個々に任されていました。 

 Ｃさんは環境の変化に戸惑い、困ったことをうまく伝えられずに攻撃的になってしまったり、Ｃさんを知

らない友だちとトラブルになったりして、叱られることが増えてしまいました。やがて強いストレスを感じ

るようになり、学校に行きたくないと保護者に訴えるようになりました。保護者は学校全体に対して自閉症

について理解し、Ｃさんに対し適切な対応をしてほしいと望んでいます。 

 

※この事例は、千葉県の特別支援教育「個別の教育支援計画」作成の手引きのページから引用しました。 

  https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shien/kobetunokyouikusienkeikaku.html 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shien/kobetunokyouikusienkeikaku.html


 


